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新型コロナ感染症『第４波』封じ込めへの手だてを求める緊急申し入れ 

                   日本共産党熊本地区委員会     
                     委員長  重松 孝文 
                  日本共産党熊本市議団 
                          上野 美恵子 
                          那須 円 

新型コロナウイルス感染症の新規感染の下げ止まりは顕著となる一方で、変異種の広が
りはさらに拡大、本市においても 4 月に入り変異株の疑いのある感染事例が確認されるな
ど、感染は予断を許さない状況が続いています。4 月 5 日には新型コロナウイルス特措法
に基づく政府の「まん延防止等重点措置」が大阪府と兵庫、宮城両県に適用されたのに加
え、12 日からは東京・京都・沖縄が重点措置地域に指定されます。全国的には過去最多の
新規感染を更新する自治体も増え、今や「第 4 波」という極めて強い危機感を持ち臨むこ
とが求められる、重大な局面を迎えているという認識が必要です。 
しかし新型コロナ対策の現状は、緊急事態宣言発令時に行われていた減収補てんや事業

継続への支援はなく、これまで実施されてきた支援が次第に縮小、あるいは打ち切られて
いるのが現状です。 
今必要なことは、この間繰り返し指摘されてきた不十分な対応を抜本的に改め、「第 4 波」

封じ込めにふさわしいものへと拡充し、 (1)十分な補償、(2)大規模な検査、(3)医療機関
への減収補填の 3 点をはじめ、あらゆる面から必要な手立てを講じるべきです。 
 この間実施されてきた自粛・時短要請に対する飲食店等への協力金は、事業規模に見合
ったものでなかったために、従業員を抱えている事業者には、極めて不充分なものでした。
よって、事業者への支援は一律でなく、規模に応じ事業が続けられるものに改め、持続化
給付金の第２弾が必要です。熊本では、緊急事態宣言が解除されていますが、依然事業者
の減収状態は続いており、今後の感染拡大を防止するためにも、あらゆる業種に対する事
業継続の支援を講じていくべきです。また、雇用調整助成金のコロナ特例は、失業率を 3・
4％押し下げる効果があったことを内閣府も認めており、特例がなければ失業率は確実に上
がっていたと考えられるので、コロナ収束まで続けるべきものです。よって、国の雇用調
整助成金コロナ特例継続を求めるとともに、本市としても雇用を守るための手立てを講じ
ていく必要があります。 
 大規模な PCR 検査については、緊急事態宣言解除後、検査を減らしたことが感染拡大の
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リバウンドを引き起こしてきたという失敗に学ぶならば、今こそ PCR 検査と、変異種確認
検査の引上げに本腰を入れて取り組むべき時です。 
また、感染拡大のもとでも、必要かつ十分な医療を提供するためには、コロナ対応・コ

ロナ非対応を問わず、すべての医療機関がその役割を果たし、地域住民へ必要な医療を提
供していく体制を守っていかなければなりません。それはコロナで減収となっているすべ
ての医療機関の経営を守ることです。そのための措置を直ちに講じることが必要です。 
 国においては、国民健康保険等の新型コロナ減免特例が延長されることとなったので、
本市においても国の財源措置を活用し、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の
保険料減免を継続すべきです。 
 以上のような理由から、以下の点を申し入れます。 

【要望事項】 

１、 国に対し、以下の点を要望すること 
① 減収に対する補てんは、事業規模に見合ったものとし、持続化給付金の第 2 弾を支

給すること。雇用調整助成金のコロナ特例を継続すること。 
② 感染拡大に対応できる医療体制確立のためにも、コロナ対応・コロナ非対応を問わ

ず、すべての医療機関への減収補填を実施すること。 
③ 検査を大規模に抜本的に増やせるように、国が財政上も責任を持つこと。 
④ 安全、迅速にワクチン接種ができるように万全の態勢をとること。 

２、 「第 4 波」封じ込めのため、熊本市ですでに実施している中心市街地での PCR 検査
を希望する市民へと広げること。特に、若者が何回でも受けられるように検査個所
を増やし（熊本駅、大学など）、無症状者への検査の重要性を周知・広報すること 

３、 変異ウイルス検査は全数検査を目指して大幅に検査数を引き上げること 
４、 現在行っている医療機関や高齢者施設等従事者に対する検査は、回数を増やし、そ

の対象を入所者・患者・施設利用者にまで広げて実施すること 
５、 国が行う経済対策に上乗せして、飲食業とその関連事業者に限らず、幅広い中小企

業や零細事業者に対し、市独自の給付支援を実施すること。また、従業員に対して
も、新型コロナによる減収分の補てんとなる給付支援を行うこと 

６、 地域医療を守るため、医療機関に対し、国の支援を補完するような市独自の支援を
実施すること。病床確保のためにも、医療現場のマンパワー確保に力を入れること 

７、 国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の保険料のコロナ減免措置について
は、国の財源措置を活用し 4 月以降も継続すること 

８、 今日から始まるワクチン接種については、市民への適切な情報提供を行うとともに、
安全・迅速なワクチン接種を万全の態勢をとって進めること 

                                   以上 


